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(57)【要約】
【課題】ガードの上端と光電検知面の上端との間に空間
が存在している電気ストーブの安全対策として、この空
間を紙等の障害物が通過するのを阻止すること。
【解決手段】本体前面を開口し、発熱体1およびガード
部材3を有し、本体前面の開口前方を通過する検知光線
を設けて光電式検知面９を形成し、検知光線の受光の有
無を判別することで、可燃物のガード部材3への接近・
接触を検知して発熱体2に対するスイッチ操作を行う電
気ストーブにおいて、少なくとも１本の横杆11と複数本
の縦杆12を含む第２ガード部材10を、前記検知光線が通
過する光電式検知面９の上端およびガード部材３の上端
の上方に位置して、電気ストーブの本体ケース上端部に
装備する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
本体前面を開口し、発熱体1およびガード部材3を有し、本体前面の開口前方を通過する検
知光線を設けて光電式検知面９を形成し、検知光線の受光の有無を判別することで、可燃
物のガード部材3への接近・接触を検知して発熱体2に対するスイッチ操作を行う電気スト
ーブにおいて、
少なくとも１本の横杆11と複数本の縦杆12を含む第２ガード部材10を、前記検知光線が通
過する光電式検知面９の上端およびガード部材３の上端の上方に位置して、電気ストーブ
の本体ケース上端部に装備したことを特徴とする電気ストーブの安全装置。
【請求項２】
本体前面を開口し、発熱体1およびガード部材3を有し、本体前面の開口前方を通過する検
知光線を設けて光電式検知面９を形成し、検知光線の受光の有無を判別することで、可燃
物のガード部材3への接近・接触を検知して発熱体2に対するスイッチ操作を行う電気スト
ーブにおいて、
第２ガード部材10を少なくとも１本の横杆11と複数本の縦杆12を含む構造とし、
少なくとも左右両側部に位置するガード部材３の縦杆３aを上方へ延長させて形成した縦
杆延長部を前方へ折曲げ前方突出させて形成した第２ガード支持部１３を設け、
該第２ガード支持部1３と前記第２ガード部体１０とを固定して一体化し、
第２ガード部材１０をガード部材３の上方に構成したことを特徴とする電気ストーブの安
全装置。
【請求項３】
前記第２ガード部体１０の横杆11を、水平方向に波状ないし凹凸形状として作用面を面状
としたことを特徴とする請求項２に記載する電気ストーブの安全装置。
【請求項４】
第２ガード部材10を少なくとも１本の横杆11と複数本の縦杆12を含む構造とし、
ガード部材３の少なくとも２本の縦杆３aを上方へ延長させ前方へ折曲げ前方へ突出させ
て形成した第２ガード支持部１３と、第２ガード部材10の両側の縦杆12とを、溶接して、
該第２ガード支持部１３と前記前記第２ガード体３０とを一体化して、
第２ガード部材１０をガード部材３の上方に構成したことを特徴とする請求項３、４に記
載する電気ストーブの安全装置。
【請求項５】
本体前面を開口し、発熱体1およびガード部材3を有し、本体前面の開口前方を通過する検
知光線を設けて光電式検知面９を形成し、検知光線の受光の有無を判別することで、可燃
物のガード部材3への接近・接触を検知して発熱体2に対するスイッチ操作を行う電気スト
ーブにおいて、
少なくとも１本の横杆11と複数本の縦杆12とを含む第２ガード部材10を設け、
前記第２ガード部材10を、電気ストーブの本体ケース上端部に固定した取付け具を介して
、前記検知光線が通過する光電式検知面９の上端およびガード部材３の上端の上方に位置
して装備したことを特徴とする電気ストーブの安全装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本願発明は、電気ストーブにおける火災、火傷（やけど）防止の安全装置に関するもので
ある。より詳しくは、発熱体前面のガード部材への障害物[可燃物（衣服、タオル等）、
身体の一部]の接近に際して、電気ストーブの運転を自動停止するための安全装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
この種の電気ストーブの安全装置として、特公平８－１３０６号(特許文献１)「電気スト
ーブ」が公知である。該公知技術においては、ガード部材の前面に、発光素子よりの単一
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の検知光線が、複数個の反射体で順次反射して、受光素子24に向け照射される。即ち、発
光素子より複数個の反射体を経て単一の検知光線を受光素子に向け照射される検知光線が
、障害物等で遮断されることで、障害物、身体の一部の存在を検知する構造で、ガード部
材の前面に、発光素子よりの単一の検知光線による光電式検知面が形成されている。
【０００３】
前記の公知技術において、単一の検知光線による障害物等検出であるから、線としての障
害物等検出となり、検知光線の通過しない範囲（即ち、非検出エリヤ）が広範囲の非検出
エリヤが存在する問題点がある。
【０００４】
この問題点を解消する発明として、本願出願人は、特願2008-65270号で特許出願している
。該先願発明は、開口一側に設けた複数個の発光素子と、開口他側に設けた複数個の発光
素子と、発光素子時差点灯制御装置とにより、複数本の検知光線を所定のタイミィングで
連続発生させることで、検知範囲を隣接させて検知精度を高め、安全対策をより確実にし
て、前記課題を解決している。
【０００５】
【特許文献１】特公平８－１３０６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
上記の公知技術および上記先願発明において、ガードの上端と光電検知面の上端との間に
空間が存在している。この空間を通過した紙等が、ガード前面に付着すると、火災発生の
危険がある(図１２参照)。
【０００７】
よって、本願発明は、ガードの上端と光電検知面の上端との間に存在する空間よりの、紙
等の障害物の通過を阻止して、電気ストーブの安全対策をより増進することを課題とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本願第１発明は、本体前面を開口し、発熱体1およびガード部材3を有し、本体前面の開口
前方を通過する検知光線を設けて光電式検知面９を形成し、検知光線の受光の有無を判別
することで、可燃物のガード部材3への接近・接触を検知して発熱体2に対するスイッチ操
作を行う電気ストーブにおいて、
少なくとも１本の横杆11と複数本の縦杆12を含む第２ガード部材10を、前記検知光線が通
過する光電式検知面９の上端およびガード部材３の上端の上方に位置して、電気ストーブ
の本体ケース上端部に装備したことを特徴とする電気ストーブの安全装置を提供する。
【０００９】
本願第２発明は、第２ガード部材10を少なくとも１本の横杆11と複数本の縦杆12を含む構
造とし、少なくとも左右両側部に位置するガード部材３の縦杆３aを上方へ延長させて形
成した縦杆延長部を前方へ折曲げ前方突出させて形成した第２ガード支持部３１を設け、
該第２ガード支持部1３と前記第２ガード体１０とを固定して一体化して、第２ガード支
持部１３をガード部材３の上方に構成したことを特徴とする。
【００１０】
本願第３発明は、少なくとも１本の横杆11と複数本の縦杆12とを含む第２ガード部材10を
設け、前記第２ガード部材10を、電気ストーブの本体ケース上端部に固定した取付け具を
介して、前記検知光線が通過する光電式検知面９の上端およびガード部材３の上端の上方
に位置して装備したことを特徴とする電気ストーブの安全装置を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
本願発明は、ガードの上端と光電式検知面上端との間に存在する空間の上方に、線状の第
２ガード体を装備面したことにより、前記空間よりの紙等障害物の落下を阻止することが
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できる。よって、光電式検知面を回避して、紙等障害物がガードへの接近して火災事故の
発生に対する安全対策をより確実にする効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
本発明の好適な実施例について、添付図面を参照して説明する。
【００１３】
図1ないし図３は、本願発明の縦型平面タイプの電気ストーブ（先願発明において、後述
の第２ガード部材１０を付加している。）を示し、1は本体で、前面を開口している。2は
発熱体(ヒーター)、３はガード部材、４は操作部、５は台座である。
なお、台座5に傾斜角度調整装置(図示省略)を介して本体１を支持することで、垂直状態
と設定上向角度の傾斜状態との間で任意に支持角度を変更自在である。
【００１４】
本体1の前面開口枠体1Ａ、1Ｂのいずれかの一側面(図示の実施例では右側面)に、複数個
の発光素子６Ａ、6Ｂ、6Ｃを装備し、他側面(図示の実施例では左側面)に、複数個の受光
素子７Ａ、７Ｂ、７Ｃを装備する。
【００１５】
図２を参照して、L11、L12、L21、L22、L23、L32、L33は、複数個の発光素子６Ａ、6Ｂ、
6Ｃより、対向面の複数個の受光素子７Ａ、７Ｂ、７Ｃへの検知光線を示し、検知光線L11
、L12、L21、L22、L23、L32、L33により、光電式検知面9を構成する。
【００１６】
本願発明は、光電式検知面９の上端およびガード部材３の上端の上方に位置して、電気ス
トーブの本体ケース上端部に、第２ガード部材10を装備する。
【００１７】
　以下、第２ガード部材10を説明する。
【００１８】
前記第２ガード部材10は、少なくとも１本の横杆11と複数本の縦杆12とで
構成する。
【００１９】
図４に示す実施例においては、前記第２ガード部材10は、単一の金属製線材(例えば、ス
テンレス線材)を折り曲げて両端の縦杆12と１本の横杆11とを連続した形状とすることで
構成する。
【００２０】
図4の(a)の実施例においては、横杆11を直線とする。
【００２１】
図4の(b)の実施例においては、１本の横杆11を、波状ないし凹凸の連続した形状とする、
【００２２】
図5 の実施例においては、前記第２ガード部材10は、図4 の(a)の実施例において、両端
の縦杆12の間に複数本の縦杆12とを付加するものであり、複数本の横杆11と複数本の縦杆
12とを互いに溶接して一体化した構成とする。
【００２３】
図６の実施例においては、電気ストーブの左右両側部に位置するガード部材３の縦杆３a
を上方へ延長させて形成した縦杆延長部を、前方へ折曲げて前方突出させて第２ガード支
持部１３を形成する。
【００２４】
該第２ガード支持部１３に前記第２ガード部材１０を固定して一体化することでガード部
材３と第２ガード部材10とを一体化した構成とする。
【００２５】
図７の実施例においては、電気ストーブの左右両側部に位置するガード部材３の縦杆３a
の延長部による第２ガード支持部１３に加えて、中間部の縦杆３aａについても縦杆３aと
同様に、上方へ延長させ前方へ折曲げて前方突出させて第２ガード支持部１３を形成する
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。
【００２６】
図８および図９は、第２ガード支持部１３と前記第２ガード部材１０との固定手段を示す
。
【００２７】
図8の実施例においては、溶接ｗにより。該第２ガード支持部１３と第２ガード部材10の
縦杆１２とを一体化する。
【００２８】
図９の実施例においては、締付バンド等の固定具ｔにより。該第２ガード支持部１３と第
２ガード部材10の縦杆１１とを一体化する。
【００２９】
図１０の実施例においては、
電気ストーブの本体ケース上端部に取付け具１４を固定し、第２ガード部材10の縦杆１２
Ａの端部を取付け具１４で支持する。必要に応じて、傾斜角度規制手段１５を付加する。
【００３０】
この種の電気ストーブは、室内を部分的に局所的に暖房する目的で使用されることが多く
、たとえば事務机に接近して使用されることがある。その際に図１２に示すごとく、ガー
ドの上端と光電検知面の上端との間に空間Hが存在している。この空間H を通過した紙等P
が、ガード3 の前面に付着すると、火災発生の危険がある(図１２参照)。
【００３１】
本願発明に示すごとく、ガードの上端と光電検知面の上端との間に空間Hには、第２ガー
ド部材10が存在して、紙等Pの通過を阻止している。よって、紙等Pがガード3 の前面に付
着することによる火災発生の危険を無くすものである。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
本願発明は、電気ストーブの安全対策を確実にすることで、電気ストーブの利用を促進し
て、電気ストーブ製造業およびその関連産業の産業発展に寄与するものである。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本願発明の実施例を示す電気ストーブの正面視の斜視図。
【図２】同じく光電検知面を示す斜視図。
【図３】同じく平面図。
【図４】第２ガード体の実施例を示す平面図で、ａ図は第１実施例、ｂ図は第２実施例で
ある。
【図５】同じく第３実施例の平面図。
【図６】同じく第４実施例の第２ガード体を有する電気ストーブの斜視図。
【図７】同じく第５実施例の第２ガード体を有する電気ストーブの斜視図。
【図８】第２ガードとガード体との固定手段の第１実施例を示し、ａ図は平面図、ｂ図は
側面図。
【図９】同じく第２実施例を示し、ａ図は平面図、ｂ図は側面図。
【図１０】同じく第３実施例の固定手段を有する電気ストーブの斜視図。
【図１１】本発明による作用説明図で、ａ図は斜視図、ｂ図は側面図。
【図１２】従来技術による作用説明図で、ａ図は斜視図、ｂ図は側面図。
【符号の説明】
【００３４】
３　　ガード部材、
9　　光電式検知面
１０　　第２ガード部材
１１　　横杆
１２　　縦杆
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１３　　第２ガード支持部
ｗ　　溶接
ｔ　　締付バンド等の固定具

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】
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